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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年６月５日 ０３時１０分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港西方沖 

 酒田灯台から真方位２７２°２７.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°５７.６′ 東経１３９°１４.４′） 

事故の概要  漁船第六十三惣
そう

寶
ほう

丸は、漂泊中、また、漁船第三十八盛
せい

漁
りょう

丸は、

西進中、両船が衝突した。 

 第六十三惣寶丸は、右舷中央部外板の凹損等を生じ、また、第三十

八盛漁丸は、球状船首部の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年６月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第六十三惣寶丸、２７９トン 

   １４１３６７、株式会社福島漁業 

   ６０.０８ｍ×１１.４０ｍ×６.０８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,６４７kＷ、平成２２年１１月１９日 

Ｂ 漁船 第三十八盛漁丸、１９トン 

   ＨＫ２－２１４３３（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.７０ｍ（Lr）×４.１８ｍ×１.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６.００kＷ、平成２年４月２６日 

   第２００－２８４９５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５５年４月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年３月３１日 

    免状有効期間満了日 平成３２年５月１０日 

  漁労長Ａ 男性 ６０歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成５年４月９日 

 免許証交付日 平成２４年４月２３日 
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        （平成３０年４月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に凹損、パースダビットに曲損、魚倉用冷媒配管

に破損 

Ｂ 球状船首部に亀裂及び凹損、船首端部に凹損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視程 約１Ｍ 

海象：波向 西、波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び漁労長Ａほか１９人が乗り組み、北部日本海海域の

漁場調査を行っており、平成２８年６月４日１９時５０分ごろ同日の調査

を終え、酒田港西方沖において漂泊を開始し、主機を停止した。 

 船長Ａ及び漁労長Ａは、５日０２時００分ごろにそれぞれ昇橋し、

レーダー２台、ＧＰＳプロッター、魚群探知器等の機器類を起動して

日出後から開始する漁場調査の準備を行っていた。 

船長Ａは、船首を北西方に向けて漂泊中、レーダー２台を１２Ｍ及

び１６Ｍの各レンジで表示させ、目視及びレーダーにより見張りを行

っていたところ、漁労長ＡからＢ船が接近している旨を聞き、右舷正

横後２～３点（３６０°を３２等分した方位の角度。２～３点は２

２.５°～３３.７５°）１,０００ｍ付近にＢ船の灯火を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船が針路を変えることなくＡ船に向かってくるので、

主機の始動を機関部に指示し、汽笛を１回吹鳴した後、探照灯をＢ船

の操舵室に向けて連続で点滅させた。 

漁労長Ａは、自身も汽笛を長音で繰り返し吹鳴した。 

Ａ船は、０３時１０分ごろ、主機が始動した直後、後部甲板の右舷

船首部から舷外に張り出したパースダビット（環綱を巻く際に経由さ

せる先端に滑車が取り付けられたダビット）部にＢ船が衝突した。 

Ａ船は、漁労長ＡがＡ船及びＢ船共に浸水及び負傷者がないこと等

を船長Ｂと確認し合い、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、自

力で航行して酒田港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、５日００時００分ごろ酒田港

西方沖の漁場に向けて同港を出港し、船長Ｂが単独で操船に当たり、

レーダー２台を１２Ｍ及び３Ｍの各レンジで表示させ、約８.５ノッ

トの対地速力で自動操舵により西進した。 

 船長Ｂは、操舵室の右舷側にある背もたれ付きの椅子に腰を掛けて

目視及びレーダーにより見張りを行い、酒田港西方１７Ｍ付近を通過

した頃、聞いていたＦＭ放送の電波が途切れたのでラジオの電源を切

った後、眠気を感じたものの居眠りすることはないと思い、椅子に腰

を掛けた姿勢で見張りを続けていたところ、いつしか居眠りに陥っ

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、衝撃で目を覚ましてＡ船と衝突したことを知

り、機関を中立にした。 
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 Ｂ船は、浸水及び負傷者がないこと等を確認した後、自力で航行し

て酒田港に帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真

３ 船長Ｂの操船姿勢 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、本事故当時、船首楼甲板、後部甲板及び後部甲板のクレー

ン部に作業灯を、船橋後部に紅色灯をそれぞれ点灯していたほか、航

行中の動力船であることを示す法定灯火を表示していた。 

船長Ａは、Ａ船が多数の作業灯等を点灯して漂泊しているので、小

型船が接近してもＡ船を避けていくものと思い、レーダーを遠距離レ

ンジに設定して主に商船の動向に注意していた。 

船長Ｂは、ふだん、眠気を催した際、コーヒーを飲んだり、音楽を

聞いたり、操舵室から出て外気に当たるなどの居眠り運航の防止措置

を採っていたが、本事故当時、それらの措置を採っていなかった。 

船長Ｂは、本事故当時、外気が肌寒く感じていたので、操舵室の窓

を閉めていた。 

Ｂ船は、５月１９日に酒田港に入港し、同港を基地として平成２８

年のいか
．．

釣り漁を開始し、００時００分ごろ出航して日出から日没ま

での間にいか
．．

釣りを行う日帰り操業を行っていた。 

Ｂ船は、５月１９日以降５回の操業を行った後、５月３１日から６

月４日までの間、時化
し け

により出漁できなかった。 

船長Ｂは、６月４日１８時３０分ごろに就寝し、２３時４５分ごろ

に起床しており、また、５月３１日から６月４日までの連続した５日

間出漁できずに休息していたので、睡眠不足や疲労を感じていなかっ

た。 

船長Ｂは、ふだん、出航する１５分前ごろまで睡眠をとっていた

が、時化等で出漁しない日は、２３時ごろに就寝し、０５時ごろに起

床していた。 

船長Ｂは、ふだん、レーダーのガードリング機能（他船などが設定

した距離環より接近したときに警報を発する機能）を１.５Ｍに設定

して航行していたが、本事故当時、同一方向に西進するいか
．．

釣り漁船

が船首方にいたので、ガードリング機能を設定していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、酒田港西方沖で主機を停止して漂泊中、船長Ａが、レーダ

ーのレンジを切り替えるなどして見張りを適切に行っていなかったこ

とから、Ｂ船がＡ船に接近していることに気付くのが遅れ、汽笛を吹

鳴して探照灯を照射したものの、衝突を避けるための動作をとること

ができず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 
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船長Ａは、航行船が漂泊中のＡ船を避けていくものと思っていたこ

とから、レーダーのレンジを切り替えるなどして見張りを適切に行っ

ていなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、酒田港西方沖を自動操舵により西進中、船長Ｂが、居眠り

に陥ったことから、船首方で漂泊中のＡ船に気付かずに航行を続け、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、眠気を感じたものの、居眠りすることはないと思い、椅

子に腰を掛けた姿勢で見張りを続けたことから、居眠りに陥った可能

性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、酒田港西方沖において、Ｂ船が自動操舵により西

進中、Ａ船が主機を停止して漂泊中、船長Ｂが、居眠りに陥ったた

め、船首方で漂泊中のＡ船に気付かずに航行を続け、また、船長Ａ

が、レーダーのレンジを切り替えるなどして見張りを適切に行ってい

なかったため、Ｂ船がＡ船に接近していることに気付くのが遅れ、両

船が衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海当直中に眠気を催した場合は、居眠りに陥ることがないよ

う、外気に当たるなど居眠り運航の防止措置を十分に採ること。 

・眠気を払拭することが困難な場合は、当直を交代するか、複数人

での当直を行うこと。 

・常時、適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年６月５日 

 ０３時１０分ごろ発生） 

酒田灯台 

山形県酒田市 

酒田港 

Ｂ船 Ａ船（漂泊中） 



- 6 - 

写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船長Ｂの操船姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


